
一般財団法人武蔵野市開発公社まちづくり活動等助成金交付要領  

（令和２年４月１日要領第  号 ）  

 

（目的）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 地 域 に 密 着 し た 地 元 組 織 が 行 う 「 ま ち づ く り 活 動 」

及 び 「 地 域 活 性 化 事 業 」 等 に 対 し て 、 一 般 財 団 法 人 武 蔵 野 市 開 発 公 社

（ 以 下 、 「 公 社 」 と い う 。 ） が 交 付 す る ま ち づ く り 活 動 等 助 成 金 （ 以

下 、 「 助 成 金 」 と い う 。 ） の 交 付 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と

を目的とする。  

２  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 一 般 財 団 法 人 武 蔵 野 市 開 発

公 社 ま ち づ く り 活 動 等 支 援 金 支 出 基 準 要 綱 （ 以 下 、 「 要 綱 」 と い う 。 ）

に定めるところによる。  

 

（助成対象事業及び助成対象者）  

第 ２ 条  助 成 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 、 「 助 成 対 象 事 業 」 と い

う 。 ） は 、 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業 と し 、 支 援 対 象 者 は 、

武蔵野市内にあり、当該事業を実施する団体とする。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 事 業 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は、この要 領 の助成対象事業としないものとする。  

(1) 他の助成金の交付を総事業経費の２分の１以上受けている事業  

( 2 ) 先 進 地 視 察 及 び 各 種 会 議 や 大 会 へ の 出 席 並 び に 交 流 の み に と ど ま

る事業  

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業  

(4) 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 該 当 す る 該 当 す る 事 業 で 、

その支援金等を受けている事業  

(5) その他助成することが適当でないと認められる事業  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 団 体 は 、 国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 政 治 活 動 、 宗 教 活

動 若 し く は 営 利 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す る 団 体 以 外 の 団 体 と し 、 法

人 格 を 有 し な い 団 体 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 備 え る 団 体 と す る 。  

(1) 定款に相当する規約等があること。  

(2) 団体の年間事業計画及び収支予算が定められていること。  

(3) 団 体 と し て 事 業 の 実 施 に つ い て の 決 定 手 続 が 明 確 に な っ て い る こ

と。  

 

（助成対象経費）  

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 助 成 対 象 経 費 」 と い



う 。 ） は 、 前 条 の 助 成 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 と し 、 内 容 に つ い て は 別

表 １ に 定 め る と お り と す る 。 な お 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 助 成

対象経費から除外するものとする。  

(1) 団体の運営経費  

(2) 食料費に相当する経費  

(3) その他助成することが適当でないと認められる経費  

 

（助成金の額等）  

第 ４ 条  助 成 金 は 、 助 成 対 象 経 費 の ３ 分 の １ を 限 度 に 、 予 算 の 範 囲 内 で

助成するものとする。  

２  助成金の額は、事業１件につき１万円以上 50 万円以下とし、その額

に １ 万 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 は 切 り 捨 て る も の と す

る。ただし、理事長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。  

３  同 一 の 助 成 事 業 に 対 す る 助 成 金 の 交 付 は 、 一 事 業 年 度 に １ 回 限 り と

し 、 最 初 に 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 年 度 か ら 起 算 し て ５ か 年 度 を 超 え て

交 付 す る こ と は で き な い も の と す る 。 た だ し 、 実 施 後 の 事 業 の 効 果 が

極めて顕著であると理事長が認めた場合はこの限りでない。  

４  助 成 金 は 、 当 該 助 成 対 象 事 業 が 他 の 助 成 金 の 交 付 を 受 け て い る 場 合

にあっては、その額を助成対象経費から除いた額を基に算定する。  

 

（助成金の交付の申請）  

第 ５ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 団 体 等 は 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 第

１ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し 、 理 事 長 に 申 請 し な け れ ば な ら

ない。  

(1)団体等概要説明書（第２号様式）  

(2)事業計画書（第３号様式）  

(3)その他、理事長が特に必要と認める書類  

 

（助成金の交付の決定）  

第 ６ 条  理 事 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、 書 面 審 査 を

し 、 必 要 に 応 じ て 実 地 調 査 等 を 行 っ た 上 で 、 助 成 金 の 交 付 の 可 否 を 決

定する。  

 

（決定の通知）  

第 ７ 条  理 事 長 は 、 助 成 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 助 成 金 交

付決定通知書（第４号様式）を送付するものとする。  



２  理 事 長 は 、 助 成 金 の 交 付 を し な い こ と を 決 定 し た と き は 、 そ の 理 由

を付して申請者に通知するものとする。  

 

（助成金の交付手続及び方法）  

第 ８ 条  申 請 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 請 求

書を提出しなければならない。  

２  理 事 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 出 を 受 け た と き は 、 交 付 手 続 を 行 う

ものとする。  

 

（実績報告）  

第 ９ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 団 体 等 は 、 そ の 事 業 が 終 了 し た と き は 、

実 績 報 告 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し 、 理 事 長 に 提

出しなければならない。  

(1) 収支決算書  

(2) 事 業 実 施 に 係 る 日 程 、 参 加 者 名 簿 、 記 録 写 真 等 活 動 実 績 を 明 ら か

にする資料  

(3) その他理事長が必要と認める書類  

 

（決定の取消し）  

第 10 条  理事長は、助成金の交付を受けた団体等が次のいずれかに該当

し た 場 合 は 、 助 成 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で

きる。  

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。  

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。  

(3) 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 に お い て 、 事 実 と 異 な る 報 告 を し

たとき。  

(4) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 交 付 の 決 定 の 内 容 、 こ れ に 付 し た 条

件その他の法令等に違反したとき。  

 

（助成金の返還）  

第 11 条  理事長は、実績報告の内容を審査し、交付した助成金に余剰金

が あ る と 認 め た と き は 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 団 体 等 に 対 し て 余 剰 金

の返還を求めることができる。  

２  返 還 金 の 納 付 が 確 認 で き な い 場 合 は 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 団 体 等

に対して交付すべき助成金の交付を一時停止することができる。  

 



付  則  

１  この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

２  一 般 財 団 法 人 武 蔵 野 市 開 発 公 社 ま ち づ く り 活 動 等 支 援 助 成 金 交 付 要

綱は廃止する。  

 

 

 

別表１（第３条関係）  

 

補助対象経費の区分  

区分  内容  

①  報 償 費 外部講師やコンサルタント等に係る謝金など  

②  旅 費 外部講師等の交通費補助など  

③  印刷製本費 
事業関係資料等若しくはチラシの印刷又は記録写真プリ

ント代など  

④  
消 耗 品 ・ 

材料購入費 

事務用消耗品、材料又は書籍等の購入費など  

（ただし、１個当たりの単価が２万円以下のものに限る。） 

⑤  通信運搬費 電話料及び郵送料など  

⑥  保 険 料 傷害保険等加入料など  

⑦  委 託 費 調査等外部専門組織への業務委託に要する経費など  

⑧  使 用 料 会議室等の賃借料、機器のリース及びレンタル料など  

⑨  人 件 費 外部協力者又はイベント開催時のアルバイト賃金など  

⑩  そ の 他 上記以外で、理事長が特に必要と認める費用  

 

  



第１号様式 （第５条関係）  

  年   月   日  

一般財団法人武蔵野市開発公社  

  理事長  殿  

 

申請者  所 在 地              

 

団体名              

代表者            印  

電  話              

 

一般財団法人武蔵野市開発公社まちづくり活動等支援助成金交付申請書  

 

 下 記 の 事 業 に つ い て 、 ま ち づ く り 活 動 等 支 援 助 成 金 を 交 付 さ れ る よ う

関係書類を添えて申請します。  

 

記  

 

１  事業等の名称  

 

 

２  事業等の目的及び実施年月日  

 

 

３  総事業費  

 

 

４  助成金申請額  

 

 

５  添付書類  

 (1) 団体等概要説明書（第２号様式）  

 (2) 事業計画書（第３号様式）  

 (3) 収支予算書  

 (4) その他、参考書類  

 



第２号様式（第５条関係）  

年   月   日  

団体等概要説明書  

○活動分野別 表  

１  まちづくり  

２  緑化・環境  

３  経済活動・消費者保護 

４  市民活動支援  

５  文化・芸術  

６  災害救援・地域安全 

７  国際交流・国際協力 

８  生涯学習・社会教育 

９  保健・医療  

10 福 祉  

11 子どもの健全育成 

12 スポーツ・レクリエーション  

13 人権・平和  

14 男女共同参画  

15 その他  

  

（ふりがな） 

団 体 名 
 

団体  

種別  
NPO法人・任意団体・その他 

（ふりがな） 

代 表 者 

氏 名 

 

主 た る 

事務所  

所 在 地 

 

連
絡

先 

電  話   

役   員  

スタッフ数 

役 員  人  

ＦＡＸ   有給専従  人  

E-mail 
 有給非専従  人  

無給専従  人  

設 立 年 月 

(活動開始年月) 
年    月  

(ＮＰＯ法人の場合)  

認 証 年 月 
年    月  

活 動 分 野 

※ 下 表 「 活 動 分 野 別

表 」 の 番 号 を 記 入  

【主たる分野】  【従たる分野】  

主な活動地域  

ホームページ 有（ URL                 ）  ／  無  

機  関  紙 有（名称：                 ）  ／  無  

団体の活動目的  

主な活動内容 

(事業内容 )  
 

活 動 実 績 

主  催 ：  

協働実績：  

事 業 年 度    月   日  から    月   日  



第３号 様式 （第５条関係）  

年   月   日  

事業計画書  

団体名 

 

１ 事業区分 

※いずれかを○で囲む 

① 

(1) 都市整備及び再開発に関する事業  

(2) 都市の緑化及び環境保全に関する事業  

(3) 住まいに関する事業  

(4) 都市の活性化及び地域振興に関する事業  

(5) その他の事業  

② 
(ｱ) 新規事業 

(ｲ) 既存事業（開始年度      年） 

２ 事 業 名  

３ 事業の目的  

４ 事業の内容  

５ 実 施 場 所 

(案内図添付) 
 

６ 実 施 体 制  

７ スケジュール  

※書ききれない場合は別紙でも可。   



第４号様式（第７条関係）  

武 開 公 発 第  号 

   年  月  日 

 

             殿  

 

一般 財団法人武蔵野市開発公社   

理事長           

 

 

まちづくり活動等支援助成金交付決定通知書  

 

    年   月   日 付 で 申 請 の あ っ た こ の こ と に つ い て 、 一 般 財 団

法 人 武 蔵 野 市 開 発 公 社 ま ち づ く り 活 動 等 支 援 助 成 金 交 付 要 領 第 ６ 条 の 規

定により、下記のとおり交付することを決定 しましたの で通知します。  

 

 

 

記  

 

 

１  助 成 金 額 金        円  

 

 

２  事 業 内 容 当該助成金交付申請書のとおり  

 

 

３  助成金の交付条件 申 請 者 は、 一般 財団法 人武 蔵野 市開 発 公社 ま

ち づ く り 活 動 等 支 援 金 支 出 基 準 要 綱 及 び 一 般

財 団 法 人 武 蔵 野 市 開 発 公 社 ま ち づ く り 活 動 等

支援助成金交付要 領の規定を遵守すること。  

  



第５号様式（第９条関係）  

  年   月   日  

一般財団法人武蔵野市開発公社  

 理 事 長  殿  

 

申請者  所 在 地              

 

団体名              

代表者            印  

電  話              

 

一般財団法人武蔵野市開発公社まちづくり活動等支援助成金実績報告書  

 

     年   月   日 付 で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た 助 成 金 に つ い て 、

一 般 財 団 法 人 武 蔵 野 市 開 発 公 社 ま ち づ く り 活 動 等 支 援 助 成 金 交 付 要 領 第

９条の規定により、その実績 について、関係書類を添えて報告します。  

 

記  

 

１  事 業 名 

 

２  実 施 日 時 

 

３  実 施 場 所 

 

４  事業の成果概要 

 

 

５  事 業 報 告 書  別紙のとおり  

 

６  事 業 決 算 書  別紙のとおり  

 

７  そ の 他 

 


